
記入上の注意

この診断書は、国民年金又は厚生年金保険の障害給付を受けようとする人が、その年金請求書に必ず添えなければなら

ない書類の一つで、初診日から１年６月を経過した日（その期間内に治ったときは、その日）において、国民年金法施行令別

表又は厚生年金保険法施行令別表（以下「施行令別表」という。）に該当する程度の障害の状態にあるかどうか、又は、初診

日から１年６月を経過した日において、施行令別表に該当する程度の障害の状態でなかった者が、65歳に到達する日の前

日までの間において、施行令別表に該当する程度の障害の状態に至ったかどうかを証明するものです。

また、この診断書は、国民年金又は厚生年金保険の年金給付の加算額の対象者となろうとする人等についても 、障

害の状態が施行令別表に該当する程度にあるかどうかを証明するものです。

１

⑩の欄の(1)視力の「矯正視力」の欄は、最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を記入してください。

なお、眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を測定してください。

５

視野は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いて測定してください。

ゴールドマン型視野計を用いる場合、中心視野の測定にはⅠ／２の視標を用い、周辺視野の測定にはⅠ／４の視標を用

いてください。

自動視野計を用いる場合、両眼開放視認点数は視標サイズⅢによる両眼開放エスターマンテストで測定し、両眼中心視

野視認点数は視標サイズⅢによる10-2プログラムで測定してください。

６

⑩の欄の(2)ア(イ)「中心視野の角度」はⅠ／２の視標を用いて左右眼ごとに８方向の視野の角度（Ⅰ／２の視標が視認でき

ない部分を除いて算出）を該当する方向の欄に記入し、８方向の角度を合算した数値を「合計」の欄に記入してください。

８

③の欄は、この診断書を作成するための診断日ではなく、本人が障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を

受けた日を記入してください。前に他の医師が診療している場合は、本人の申立てによって記入してください。

２

⑨の欄の「診療回数」は、現症日前１年間における診療回数を記入してください。（なお、入院日数１日は、診療回数１回と

して計算してください。）

３

「障害の状態」の欄は、次のことに留意して記入してください。

本人の障害の程度及び状態に無関係な欄には記入する必要がありません。（無関係な欄は、斜線により抹消してくだ

さい。） なお、該当欄に記入しきれない場合は、別に紙片をはりつけてそれに記入してください。

⑩の欄の「(1) 視力」の測定結果は、過去３か月間において複数回の測定を行っている場合は、最良の値を示した

ものを記入してください。

(1）

(２）

４

⑩の欄の(2)ア(ア)①「周辺視野の角度」は、Ⅰ／４の視標を用いて左右眼ごとに８方向の視野の角度（Ⅰ／４の視標が視認

できない部分を除いて算出）を該当する方向の欄に記入し、８方向の角度を合算した数値を「合計」の欄に記入してください。

７

９ 診断書の記載要領を日本年金機構のホームページに掲載していますのでご参照ください。

また、日本年金機構のホームページに掲載しているExcel形式の診断書様式を使用していただくこともできます。
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